
 
 

 

 

 

 

 

 一般競争入札について次のとおり公告します。 
 

 令和 ８年 ５月 ７日 
 

                                      川 崎 市 長      福 田   紀 彦 
 

（案件１） 

競争入札に 
付する事項 

 件  名 堤根処理センター地上部解体撤去工事 

履行場所 川崎市川崎区堤根５２番、幸区柳町７４番３ 

履行期間 契約の日から令和１１年３月２９日まで 

参加資格 

本工事の入札は、混合入札により執行します。 

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構

成員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）又は単体企

業でなければなりません。 

ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を２０％以上とし、代表者は、他の構成員の

割合を上回らなければいけません。 

（１）特定ＪＶの資格条件 

ア 全ての構成員に必要な条件 

（ア）川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（イ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（ウ）次のａからｃのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ａ 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されているこ

と。 

ｂ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ｃ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ａ以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入

札システムによる申込ができません。 

（エ）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」

で登録されていること。 

（オ）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「解体」種目「解体」で登

録されていること。 

（カ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（キ）本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。 

イ 特定ＪＶの代表者に必要な条件 

（ア）解体工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

（イ）監理技術者資格者証（業種「解体」）の交付を受けた技術者を専任で配置できるこ

と。 

  ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でな

ければなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 
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なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する

場合（以下、「専任特例２号」という。）の監理技術者を配置する場合は、２現場ま

での兼任を可とします。ただし、それぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置する

ことを要します。 

（ウ）次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成２３年４月１日以降に有すること。 

ダイオキシン類対策特別措置法に定義される特定施設において、「廃棄物焼却施設

内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」及び「廃棄物焼却施設解体作業

マニュアル」に基づき施工した、国及び地方公共団体等（法人税法別表第一及び建設

業法施行規則第十八条に定める法人）発注のごみ焼却処理施設の処理能力１５０ｔ／

日以上を有した施設における解体撤去工事の完工実績 

ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が２０％以上である

こと。 

ウ 特定ＪＶの構成員２に必要な条件 

（ア）解体工事業に係る建設業の許可を受けていること。 

（イ）主任技術者（業種「解体」）を専任で配置できること。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でな

ければなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

（２）単体企業の資格条件 

上記（１）ア「全ての構成員に必要な条件」及び上記（１）イ「特定ＪＶの代表者に必

要な条件」を全て満たしていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が

５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、（１）イ（ア）については一般建設業の許可でも可とし、（１）

イ（イ）については主任技術者でも可とします。 

契約条項を 
示す場所等 

 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 
 電話番号  ０４４－２００－２１００ 

入札日時等  令和 ８年 ６月 １２日 １７時 ００分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）  
入札保証金    免 
契約書作成   要 
入札の無効  川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の簡易型を適用し

ます。 
（２）評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価簡易型）」

及び「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるもの

とします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定

基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方

法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を

得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。 
（３）本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約の締結に当たり、市議会の議決を要

しますので、市議会（令和８年１０月頃）で議決を得たときに契約を締結します。 
（４）本工事の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特

定工事請負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各

号に掲げる事項を定めます。 
（５）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 

 



（案件２） 

競争入札に 
付する事項 

 件  名 幸市民館･図書館改修工事 

履行場所 川崎市幸区戸手本町１丁目１１番地２ 

履行期間 契約の日から令和１０年５月１２日まで 

参加資格 

本工事の入札は、混合入札により執行します。 

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構

成員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）又は単体企

業でなければなりません。 

ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を２０％以上とし、代表者は、他の構成員の

割合を上回らなければいけません。 

（１）特定ＪＶの資格条件 

ア 全ての構成員に必要な条件 

（ア）川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（イ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（ウ）次のａからｃのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ａ 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されているこ

と。 

ｂ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ｃ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ａ以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入

札システムによる申込ができません。 

（エ）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されてい

ること。 

（オ）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ラ

ンク「Ａ」で登録されていること。 

（カ）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号に

よる中小企業者であること。 

（キ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（ク）本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。 

イ 特定ＪＶの代表者に必要な条件 

（ア）建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

（イ）監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できるこ

と。 

    ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でな

ければなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する

場合（以下、「専任特例２号」という。）の監理技術者を配置する場合は、２現場ま

での兼任を可とします。ただし、それぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置する

ことを要します。 

ウ 特定ＪＶの構成員２に必要な条件 

（ア）建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。 

（イ）主任技術者（業種「建築」）を専任で配置できること。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でな



ければなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

（２）単体企業の資格条件 

上記（１）ア「全ての構成員に必要な条件」及び上記（１）イ「特定ＪＶの代表者に必

要な条件」を全て満たしていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が

５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、（１）イ（ア）については一般建設業の許可でも可とし、（１）

イ（イ）については主任技術者でも可とします。 

契約条項を 
示す場所等 

 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 
 電話番号  ０４４－２００－２１００ 

入札日時等  令和 ８年 ６月 １２日 １７時 ００分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）  
入札保証金    免 
契約書作成   要 
入札の無効  川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適

用します。 
（２）評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易

型）」及び「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによる

ものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者

決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定

方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点

を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。 
（３）本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約の締結に当たり、市議会の議決を要

しますので、市議会（令和８年１０月頃）で議決を得たときに契約を締結します。 
（４）本工事の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特

定工事請負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各

号に掲げる事項を定めます。 
（５）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 

 



（案件３） 

競争入札に 
付する事項 

 件  名 高津市民館ホール改修舞台照明設備工事 

履行場所 川崎市高津区溝口１丁目４番１号 

履行期間 契約の日から令和１０年３月１５日まで 

参加資格 

（１）川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されているこ

と。 

（５）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録され

ていること。 

（６）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による

中小企業者であること。 

（７）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（８）電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設

業の許可でも可とします。 

（９）監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（この限りではありません。）。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術

者でも可とします。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場合

の監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの現

場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 

契約条項を 
示す場所等 

 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 
 電話番号  ０４４－２００－２１００ 

入札日時等  令和 ８年 ６月 １２日 １７時 ００分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）  
入札保証金    免 
契約書作成   要 
入札の無効  川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適

用します。 
（２）評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易

型）」及び「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによる

ものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者

決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定

方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点

を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。 



（３）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 

 



（案件４） 

競争入札に 
付する事項 

 件  名 高津市民館ホール特定天井改修その他工事 

履行場所 川崎市高津区溝口１丁目４番１号 

履行期間 契約の日から令和１０年３月１５日まで 

参加資格 

（１）川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されているこ

と。 

（５）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク

「Ａ」で登録されていること。 

（６）令和７・８年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が２０点以上であること。 

（７）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による

中小企業者であること。 

（８）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（９）建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設

業の許可でも可とします。 

また、本工事の請負代金が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）未

満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 

（10）監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術

者でも可とします。 

本工事の請負代金が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）未満とな

った場合は監理技術者を要しません。 

また、本工事の請負代金が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）未

満となった場合は専任を要しません。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場合

の監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼務を可とします。ただし、それぞれの現

場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 

情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が１億円

未満（建築一式工事については２億円未満）の工事については２現場までの兼務を可とし

ます。 

詳細は、「入札契約に関する共通事項」を御覧ください。 



契約条項を 
示す場所等 

 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 
 電話番号  ０４４－２００－２１００ 

入札日時等  令和 ８年 ６月 １２日 １４時 ３０分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）  
入札保証金    免 
契約書作成   要 
入札の無効  川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 

 
  



（案件５） 

競争入札に 
付する事項 

 件  名 東扇島堀込部ケーソン製作その２工事 

履行場所 川崎市川崎区東扇島地先 

履行期間 契約の日から令和９年８月３１日まで 

参加資格 

（１）川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「鋼構造物」種目「その他鋼構造

物」で登録されていること。 

（５）令和７・８年度川崎市競争入札参加資格申請時における経審の総合評定値通知書にお

ける「鋼構造物」の総合評定値が１２００点以上であること。 

（６）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（７）鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設

業の許可でも可とします。 

（８）監理技術者資格者証（業種「鋼構造物」）の交付を受けた技術者を専任で配置できるこ

と。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術

者でも可とします。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場合

の監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの現

場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 

ただし、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行う

ことが可能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。 

また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更す

ることができます。変更後の技術者は、「評価項目に対する配点及び自己採点表（第３号

様式別紙）」における評価項目の「配置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当

初配置する技術者と同等以上の評価を有することが必要です。 

（９）次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成２３年４月１日以降に有すること。 

   国及び地方公共団体等（法人税法別表第一及び建設業法施行規則第十八条に定める法

人）が発注した製作工事で、「ハイブリッドケーソン」、「沈埋函」又は「鋼製（鋼殻）ケ

ーソン」のいずれかの製作の完工実績 

ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が２０％以上であること。 

契約条項を  川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 



示す場所等  電話番号  ０４４－２００－２０９９ 
入札日時等  令和 ８年 ６月 １２日 １７時 ００分 （財政局資産管理部契約課土木契約係）  
入札保証金    免 
契約書作成   要 
入札の無効  川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適

用します。 
（２）評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易

型）」及び「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによる

ものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者

決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定

方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点

を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。 
（３）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 

 



（案件６） 

競争入札に 
付する事項 

 件  名 河川維持（多摩２）工事 

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内 

履行期間 契約の日から令和９年３月３１日まで 

参加資格 

（１）川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されているこ

と。 

（５）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録され

ていること。 

（６）令和７・８年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が３０点以上であること。 

（７）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による

中小企業者であること。 

（８）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（９）土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。 

（10）主任技術者（業種「土木」）を配置できること。 

契約条項を 
示す場所等 

 川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 
 電話番号  ０４４－２００－２０９９ 

入札日時等  令和 ８年 ５月 ２１日 １３時 ３０分 （財政局資産管理部契約課土木契約係）  
入札保証金    免 
契約書作成   要 
入札の無効  川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 

 



（案件７） 

競争入札に 
付する事項 

 件  名 市道子母口５０号線道路補修（打換）工事 

履行場所 川崎市高津区子母口１９４番地先 

履行期間 契約の日から９０日間 

参加資格 

（１）川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されているこ

と。 

（５）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録され

ていること。 

（６）令和７・８年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が２０点以上であること。 

（７）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による

中小企業者であること。 

（８）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（９）舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。 

（10）主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。 

契約条項を 
示す場所等 

 川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 
 電話番号  ０４４－２００－２０９９ 

入札日時等  令和 ８年 ５月 ２１日 １３時 ３０分 （財政局資産管理部契約課土木契約係）  
入札保証金    免 
契約書作成   要 
入札の無効  川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）本工事は、「川崎市請負工事変動型最低制限価格方式」試行対象案件です。 

ア 開札後、本入札が有効に成立した場合は、「川崎市工事請負契約に係る最低制限価格

取扱要綱・運用指針」によって算出した最低制限価格（以下、「現行の最低制限価格」

という。）及び予定価格を示した保留通知を入札参加者に発行します。 

イ 積算疑義申立て期間終了後、現行の最低制限価格から予定価格の間にあった応札

（以下、「有効札」という。）について、標準偏差を取り、有効札の平均±標準偏差の

範囲内の平均値（１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を

本入札の最低制限価格として設定します。 

 ただし、当該金額が予定価格に１０分の９．５を乗じて得た金額（１０，０００円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を超える場合にあっては

１０分の９．５を乗じて得た金額を本入札の最低制限価格とします。 

ウ 上記イにかかわらず、有効札が５者に満たない場合、あるいは予定価格超過により、

再度入札となった場合については、現行の最低制限価格を本入札の最低制限価格としま

す。詳細は「川崎市請負工事変動型最低制限価格方式試行要領」第３条及び第４条を御

覧ください。 
（２）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 
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